
 

紀美野町 美里区域   平成21年1月より一部分別が変わります。               
☆家庭から出されるゴミの仕分けについてお知らせします。        

☆分別できていない袋については、収集できないことがあります。 

☆ゴミの再資源化（リサイクル）運動に御理解と御協力をお願いします。         

 

 区分 袋色、金額 注     意     事     項 

台 

所 

ゴ 

ミ 

緑色 赤字 

小３０円 

大４０円 

家庭の台所から出るゴミ、及び紙類を入れて下さい。(新規収集希望者は、申込みが必要です) 

天ぷらの廃油は、新聞紙等にしみこませるか固めるなどして入れて下さい。 

グリストラップの油等は、水分をよく切り新聞紙等燃える物に包み油が漏れない様にして下さい。 

紙オムツ・・・大便は必ず自家処理をして下さい。   （新規収集希望者は、申込みが必要です）  

  悪臭が外にもれないように袋の口を固く結んで下さい。 

※ 十分水切りしてから袋の口を固く結んで下さい。 

※ 入れてはいけないもの（プラスチック容器、ペットボトル、ビニールやナイロン製品、トレイ、玉子の 

パック等） 

ア 

ル 

ミ 

缶 

青字 

３０円 

 

アルミマ－クのついた缶（アルミ缶）だけを入れ、他の缶やごみを入れない様にして下さい。 

 缶の中にゴミが混ざっているとリサイクルできません。 

缶の中にタバコの吸い殻や他の物を入れないで下さい。 

 缶を空にして表面や中を洗い、袋の口は固く結んで下さい。 
 

ス 

チ  

 | 

ル 

缶 

赤字 

３０円 

スチールマ－クのついた缶（スチール缶）だけを入れ、他の缶やごみを入れない様にして下さい。 

缶の中にゴミが混ざっているとリサイクルできません。 

 缶の中にタバコの吸い殻や他の物を入れないで下さい。 

 缶を空にして表面や中を洗い、袋の口を固く結んで下さい。 

 ビ 

 ン 

白字 

３０円 

味塩の小ビンやとうがらしのビンより小さいビンは、セトモノ等用袋へ入れて下さい。 

 ビンを空にして中と表面を洗うこと。ビンのフタはセトモノ等用袋へ入れて下さい。 

 割れたビンは、キケンですから紙に包み、セトモノ等用袋に入れて下さい。 

 ビン以外のゴミを入れないで下さい。 一袋の重さは、１５kg以内として下さい。 

① 
セトモノ、ガラス製品（コップなど）、等を入れて下さい。 

針、カミソリ等の危険なものは、直接手に触れないようにして下さい。

（ビンのフタ、缶詰缶） 

セ 

ト 

モ 

ノ 

等 

ピンク色 

黒字 

３０円 

② 蛍光灯、スプレー缶（穴をあけて）、ライター、乾電池を入 
れて下さい。     （平成21年1月より） 

①､②ごとに『セ
トモノ等』袋に入
れてください 

③ ペットボトルのみ入れて下さい。 
（平成21年1月より） 

④ 
衣類、靴、その他のゴミを入れて下さい。 

（平成21年1月より）  

そ 

の 

他 

の 

ゴ 

ミ 

緑字 

４０円 

⑤ 
プラスチック容器、ビニ－ルやナイロン製品を入れて下さい。 

(トレイ 玉子のパック とうふのパック 菓子の袋 発泡スチロール等) 

③､④､⑤ごとに
『その他のゴミ』
袋に入れてくださ
い 

古 

 

紙 

２０円 

切符 

新聞紙、ダンボ－ル、雑誌に区分して下さい。 

新聞紙、ダンボ－ル、雑誌がぬれないように荷造りをして下さい。 

 １個の重さは、１０キログラム以内とし切符を１枚つけて下さい。 

ヒモでしっかり荷造りし、持ち運びができるようにして下さい。 

粗 

大 

ゴ 

ミ 

２０円 

切符 

袋に入らない粗大ゴミは、１０キログラム毎に切符を１枚つけて下さい。 

 （例…３０キログラムまでは切符を３枚つけて下さい。 大きさの場合３０㎝四角で高さ４０㎝程度につき 

１枚つけて下さい。）  ふとんなどは、雨水が入らないよう荷造りをして下さい。 

※台所ゴミについては、現在、平成１７年４月から海南市クリーンセンターで委託処理を行っています。処理委託費用
については、処理重量に対しての金額となりますので、なお一層の十分な水切りと減量及び適切な分別について御協
力頂きますようお願い致します。 
収集できないごみ 
◎地区名、氏名を記入していないゴミ。（例…〇〇地区 ○○太郎と書く。） 
◎ダンボ－ルや町指定以外の袋（米の袋やス－パ－の袋など）に入っているゴミ。 
◎分別のできていないゴミ。(アルミ缶用袋にスチ－ル缶がまざっている。ビンの袋にビン以外のものが入っている。) 
◎タイヤ、バッテリ－、ニカド電池、農機具、自動車、２輪車、建具、ピアノ、ビ－ルビン、酒ビン、 
農薬のビン等は、販売店で処理して下さい。 
◎町指定の切符のついていない紙ゴミ、粗大ゴミ。  ◎町指定の切符が不足している紙ゴミ、粗大ゴミ。 
◎事業所から出るゴミ（産業廃棄物）は、事業主の責任において適正に処理して下さい。 
◎家電リサイクル法（平成１３年４月１日施行）による家電４品目（冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン、洗濯機）         
及びＰＣリサイクル法（平成１５年１０月１日施行）によるパソコン 
 （上記家電等については、回収・再資源化料金がメーカー等により異なるため、販売業者・メーカーにお問い合せ下さい。） 
 

お問合せ 紀美野町役場美里支所住民福祉室 電話４９５－３４６３ 

保存版 


